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1 質疑事項の通り、本体は再利用とします。
A-12　⑩既設ドレンはストレーナーのみ撤去と記載になっていま
すが、本体は再利用と考えてよろしいでしょうか。

Ａ-13　手摺撤去箇所は記載されていますが、新設箇所が記載
されていません。ご指示願います。

Ａ-11　③柱補強の記載がありますが、既設撤去等詳細がありま
せん。撤去等は無いものと考えてよろしいでしょうか。

Ａ-11　⑨渡り廊下屋根防水と記載されていますが、外壁立面図
がありません。塗替範囲図示願います。
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A－１１、A－１２、A－１９、A－２０図に記載があります。

既設部分の撤去範囲については、補強部に加え両側１００ミリのモルタル
仕上げ撤去を行います。

Ａ－２３図に記載があります。防水改修の範囲については別紙1図の範囲
とします。鉄部は全てＤＰ塗り、木部（下足箱）は全てＥＰ－Ｇ塗り、 屋根側
面・裏面及び壁面は外装薄塗材Ｅ新設を行います。
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5
Ａ-20　鉄骨取合壁撤去範囲が記載されていません。庇以外に
撤去は無いと考えてよろしいでしょうか。

既存部分の撤去範囲については、接合面に加え周囲１００ミリのモルタル
仕上げ撤去を行います。
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Ａ-22　＊家具巾木は新設と記載されていますが、ハッチ線図示
範囲の家具は、巾木以外再利用と考えてよろしいでしょうか。

質疑事項の通り、ハッチ線図示範囲の家具は、巾木以外再利用の上ＥＰ－
Ｇ塗りとします。

7
Ａ-22・23　塗装他仕上範囲は、ハッチ線図示範囲内のみと考え
てよろしいでしょうか。

Ａ－２２図ハッチ以外の新設部も全て範囲とします。Ａ－２３図塗装他仕上
範囲は質疑事項ＮＯ．４の回答によります。


